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  業 務 方 法 書 

 

第１ 保証金額の最高限度に関する事項 

 

 一 定款第６条第１項第１号に掲げる中小企業者１人に係る保証（次の各

項（第３項を除く。）に規定する保証を除く。）の金額の最高限度は、２

億円（その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商

工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業

組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合

（以下「組合等」という。）であるときは、４億円）とする。 

 

 二 中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号。以下「法」という。） 

  第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての法第３条の２第１項に

規定する無担保保険に係る保証の金額の最高限度は、８千万円とする。 

 

 三 法第２条第３項に掲げる小規模企業者１人についての法第３条の３第

１項に規定する特別小口保険に係る保証の金額の最高限度は、２千万円と

する。 

 

四 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての法第３条の４第１  

項に規定する流動資産担保保険に係る保証の金額の最高限度は、２億円と

する。 

 

 五 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての法第３条の５第１

項に規定する公害防止保険に係る保証の金額の最高限度は、５千万円（そ

の中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合又は商工組合連

合会であるときは、１億円）とする。 

 

 六 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての法第３条の６第１

項に規定するエネルギー対策保険に係る保証の金額の最高限度は、２億 

  円（その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合又は商

工組合連合会であるときは、４億円）とする。 

 

 七 法第２条第１項に掲げる中小企業者又は中小企業等経営強化法（平成

11年法律第 18号）第２条第５項に掲げる特定事業者（同法第２２条第３

項に規定する経営革新関連保証若しくは同法同条第７項に規定する経営

力向上関連保証を行う場合に限る。以下この項において同じ。）１人につ
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いての法第３条の７第１項に規定する海外投資関係保険に係る保証の金

額の最高限度は、２億円（その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組

合、商工組合又は商工組合連合会であるときは、４億円）とし、中小企業

等経営強化法第１０条第２項に規定する社外高度人材活用新事業分野開

拓関連保証、同法第２２条第３項に規定する経営革新関連保証、同法同条

第７項に規定する経営力向上関連保証、同法第６１条第２項に規定する連

携事業継続力強化関連保証又は経済施策を一体的に講ずることによる安

全保障の確保の推進に関する法律（令和 4 年法律第 43 号。以下「経済安

全保障推進法」という。）第２８条第２項に規定する供給確保関連保証の

金額の最高限度は、３億円（その中小企業者又は特定事業者が事業協同組

合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合又

は商工組合連合会であるときは、６億円）とし、中小企業等経営強化法第

６０条第２項に規定する事業継続力強化関連保証又は中小企業者と農林

漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成 20年法律第 38

号。以下「農商工等連携促進法」という。）第８条第２項に規定する農商

工等連携事業関連保証の金額の最高限度は、４億円（その中小企業者が事

業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商

工組合又は商工組合連合会であるときは、６億円）とする。ただし、社外

高度人材活用新事業分野開拓関連保証、経営革新関連保証、経営力向上関

連保証、連携事業継続力強化関連保証及び供給確保関連保証並びに海外投

資関係保険に係るこれらの保証以外の保証を併せ行う場合の中小企業者

又は特定事業者１人についての保証の金額の最高限度は、３億円（その中

小企業者又は特定事業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合

会、企業組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合会であるときは、６

億円）とし、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、経営革新関連保

証、経営力向上関連保証、事業継続力強化関連保証、連携事業継続力強化

関連保証、供給確保関連保証及び農商工等連携事業関連保証並びに海外投

資関係保険に係るこれらの保証以外の保証を併せ行う場合の中小企業者

又は特定事業者１人についての保証の金額の最高限度は、４億円（その中

小企業者又は特定事業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合

会、企業組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合会であるときは、６

億円）とする。 

 

八 法第２条第１項に掲げる中小企業者又は中小企業等経営強化法第２条

第５項に掲げる特定事業者（同法第２２条第４項に規定する経営革新関連

保証若しくは同法同条第８項に規定する経営力向上関連保証を行う場合

に限る。以下この項において同じ。）１人についての法第３条の８第１項

に規定する新事業開拓保険に係る保証の金額の最高限度は、２億円（その

中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合

会であるときは、４億円）とし、中小企業等経営強化法第１０条第３項に
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規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第２２条第４項

に規定する経営革新関連保証、同法同条第８項に規定する経営力向上関連

保証、同法第６０条第３項に規定する事業継続力強化関連保証、同法第６

１条第３項に規定する連携事業継続力強化関連保証、科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法律（平成 20年法律第 63号）第３４条の１

３第１項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整

備法（昭和 49年法律第 78号）第１１条第２項に規定する周辺地域整備関

連保証、下請中小企業振興法（昭和 45年法律第 145 号）第２０条第２項

に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証又は経済安全保障推

進法第２８条第３項に規定する供給確保関連保証の金額の最高限度は、３

億円（その中小企業者又は特定事業者が事業協同組合、事業協同小組合、

協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合会であ

るときは、６億円）とし、農商工等連携促進法第８条第３項に規定する農

商工等連携事業関連保証又は下請中小企業振興法第１１条第３項に規定

する特定下請連携事業関連保証の金額の最高限度は、４億円（その中小企

業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業

組合、商工組合又は商工組合連合会であるときは、６億円）とする。ただ

し、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、経営革新関連保証、経営

力向上関連保証、事業継続力強化関連保証、連携事業継続力強化関連保証、

特定新技術事業活動関連保証、周辺地域整備関連保証、下請中小企業取引

機会創出事業関連保証及び供給確保関連保証並びに新事業開拓保険に係

るこれらの保証以外の保証を併せ行う場合の中小企業者又は特定事業者

１人についての保証の金額の最高限度は、３億円（その中小企業者又は特

定事業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、

協業組合、商工組合又は商工組合連合会であるときは、６億円）とし、社

外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、経営革新関連保証、経営力向上

関連保証、事業継続力強化関連保証、連携事業継続力強化関連保証、特定

新技術事業活動関連保証、周辺地域整備関連保証、特定下請連携事業関連

保証、下請中小企業取引機会創出事業関連保証、供給確保関連保証及び農

商工等連携事業関連保証並びに新事業開拓保険に係るこれらの保証以外

の保証を併せ行う場合の中小企業者又は特定事業者１人についての保証

の金額の最高限度は、４億円（その中小企業者又は特定事業者が事業協同

組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合

又は商工組合連合会であるときは、６億円）とする。 

 

 九 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての法第３条の９第１

項に規定する事業再生保険に係る保証の金額の最高限度は、２億円とす

る。 

 

十 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての法第３条の１０第
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１項に規定する特定社債保険に係る保証（以下「特定社債保証」という。）

の金額の最高限度は、４億５千万円とする。ただし、特定社債保証、法第

３条第１項に規定する普通保険に係る保証（第１第十二項に規定する経営 

安定関連保証及び第十三項に規定する危機関連保証を除く。）及び法第３

条の２第１項に規定する無担保保険に係る保証（第１第十二項に規定する

経営安定関連保証及び第十三項に規定する危機関連保証を除く。）を併せ

行う場合の中小企業者１人についての保証金額の最高限度は、５億円とす

る。 

 

十一 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての法第３条の１１第

１項に規定する特定支払契約保険に係る保証（以下「特定支払契約保証」

という。）の金額の最高限度は、１０億円とする。ただし、特定支払契約

保証、特定社債保証、法第３条第１項に規定する普通保険に係る保証（第

１第十二項に規定する経営安定関連保証及び第十三項に規定する危機関

連保証を除く。）及び法第３条の２第１項に規定する無担保保険に係る保

証（第１第十二項に規定する経営安定関連保証及び第十三項に規定する危

機関連保証を除く。）を併せ行う場合の中小企業者１人についての保証金

額の最高限度は、１０億円とする。 
 
十二 法第２条第５項に規定する特定中小企業者１人についての法第１２条

に規定する経営安定関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その

特定中小企業者が組合等であるときは、４億８千万円）とする。 

 

十三 法第２条第６項に規定する特例中小企業者１人についての法第１５条

に規定する危機関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その特例

中小企業者が組合等であるときは、４億８千万円）とする。 

 

十四 法第２条第１項に掲げる中小企業者であって、激甚災害に対処するた

めの特別の財政援助等に関する法律（昭和 37年法律第 150号）第１２条

第１項第１号及び第２号に掲げる者１人についての同条同項に規定する

災害関係保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その中小企業者が組合

等であるときは、４億８千万円）とする。 

 

十五 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての中小企業における

労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促

進に関する法律（平成 3年法律第 57号）第１０条第１項に規定する労働

力確保関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その中小企業者が事

業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商

工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活

衛生同業組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒販組合又は酒販組合連合会
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であるときは、４億８千万円）とする。 

 

十六 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての中小小売商業振興

法（昭和 48年法律第 101号。以下「小振法」という。）第５条の３第１項

に規定する中小小売商業関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（そ

の中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組

合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振

興組合連合会であるときは、４億８千万円）とする。なお、小振法第５条

の４に規定する一般社団法人又は一般財団法人の同法第４条第６項の規

定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施

に必要な資金の借入れに係る保証の金額の最高限度については、第１第一

項又は第二項の定めによるものとする。 

 

十七 伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和 49年法律第 57号）第１８

条に規定する一般社団法人又は一般財団法人の同法第１４条第３項の認

定支援計画に従った支援事業の実施に必要な資金の借入れに係る保証の

金額の最高限度は、第１第一項又は第二項の定めによるものとする。 

 

十八 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての地域伝統芸能等を

活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

（平成 4年法律第 88号）第６条第１項に規定する地域伝統芸能等関連保

証の金額の最高限度は、２億８千万円（その中小企業者が組合等であると

きは、４億８千万円）とする。 

 
十九 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての流通業務の総合化

及び効率化の促進に関する法律（平成 17年法律第 85号）第１８条第１項

に規定する流通業務総合効率化関連保証の金額の最高限度は、２億８千万

円（その中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、

企業組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合会であるときは、４億８

千万円）とする。 
 

二十 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成 5

年法律第 51号）第９条に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人又

は特定非営利活動法人の同法第６条第２項の認定事業継続力強化支援計

画に従った事業継続力強化支援事業又は同法第８条第２項の認定経営発

達支援計画に従った経営発達支援事業の実施に必要な資金の借入れに係

る保証の金額の最高限度については、第１第一項又は第二項の定めによる

ものとする。 

 

二一 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての中心市街地の活性
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化に関する法律（平成 10年法律第 92号。以下「中心市街地活性化法」と

いう。）第５３条第１項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証に係

る保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その中小企業者が事業協同組

合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、

商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会であるときは、

４億８千万円）とする。なお、中心市街地活性化法第７条第７項第７号に

規定する特定会社又は同法第５３条第２項に規定する一般社団法人又は

一般財団法人１人についての同条第３項に規定する中心市街地商業等活

性化支援関連保証に係る保証の金額の最高限度については、５億６千万円

とする。 

 

二二 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関

する臨時措置法（平成 10年法律第 151号）第２条第２項に掲げる特定会

社１人についての同法第３条第１項に規定する破綻金融機関等関連特別

保険に係る保証の金額の最高限度は、５億円とし、同法第４条第１項に規

定する破綻金融機関等関連特別無担保保険に係る保証の金額の最高限度

は、１億円とする。ただし、破綻金融機関等関連特別保険に係る保証及び

破綻金融機関等関連特別無担保保険に係る保証以外の保証を併せ行う場

合の特定会社１人についての保証の金額の最高限度は、それぞれ５億円及

び１億円とする。 

 

二三 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての中小企業等経営強

化法第１０条第１項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保

証の金額の最高限度は、２億８千万円とする。 

 

二四 中小企業等経営強化法第２条第５項に掲げる特定事業者１人について

の同法第２２条第２項に規定する経営革新関連保証の金額の最高限度は、

２億８千万円（その特定事業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組

合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興

組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、

生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億８千万円）と

する。 

 

二五 中小企業等経営強化法第２条第５項に掲げる特定事業者１人について

の同法第２２条第５項に規定する経営力向上関連保証の金額の最高限度

は、２億８千万円（その特定事業者が事業協同組合、事業協同小組合、協

同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街

振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組

合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億８千万円）

とする。 
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二六 中小企業等経営強化法第３７条に規定する一般社団法人若しくは一般

財団法人又は特定非営利活動法人の同法第３１条第１項に規定する経営

革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れに係る保証の金額の最高限

度については、第１第一項又は第二項の定めによるものとする。 
 
二七 中小企業等経営強化法第４４条に規定する一般社団法人又は一般財団

法人の同法第４３条第１項に規定する情報処理支援業務の実施に必要な

資金の借入れに係る保証の金額の最高限度については、第１第一項又は第

二項の定めによるものとする。 
 
二八 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての中小企業等経営強

化法第５４条第１項に規定する先端設備等導入関連保証の金額の最高限

度は、２億８千万円（その中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、

協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店

街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小

組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億８千万

円）とする。 

 

二九 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての中小企業等経営強

化法第６０条第１項に規定する事業継続力強化関連保証の金額の最高限

度は、２億８千万円（その中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、

協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店

街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小

組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億８千万

円）とする。 
 

三十 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての中小企業等経営強

化法第６１条第１項に規定する連携事業継続力強化関連保証の金額の最

高限度は、２億８千万円（その中小企業者が事業協同組合、事業協同小組

合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、

商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同

業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億８

千万円）とする。なお、中小企業等経営強化法第６１条第６項に規定する

大企業者の同法第５９条第２項に規定する認定連携事業継続力強化計画

に従った連携事業継続力強化の実施に必要な資金の借入れに係る保証の

金額の最高限度は、第１第一項又は第二項の定めによるものとする。 
 

三一 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての産業競争力強化法

（平成 25 年法律第 98 号）第５２条第１項に規定する事業再生円滑化関

連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その中小企業者が事業協同組

合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、
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商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業

組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であ

るときは、４億８千万円）とする。 
 

三二 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての産業競争力強化法

第５３条第１項に規定する事業再生計画実施関連保証の金額の最高限度

は、２億８千万円（その中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、協

同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街

振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組

合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億８千万円）

とする。 
 
三三 産業競争力強化法第７６条に規定する一般社団法人又は一般財団法人

の同法第２条第２４項に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の

実施に必要な資金の借入れに係る保証の金額の最高限度については、第１

第一項又は第二項の定めによるものとする。 
 
三四 法第２条第１項に掲げる中小企業者（産業競争力強化法第２条第２９

項第１号及び第３号に掲げる創業者を含む。）１人についての産業競争力

強化法第１２９条第１項に規定する創業関連保証の金額の最高限度は、３

千５百万円する。 

 
三五 産業競争力強化法第１３０条に規定する一般社団法人若しくは一般財

団法人又は特定非営利活動法人の産業競争力強化法第１２８条第２項に

規定する認定連携創業支援等事業の実施に必要な資金の借入れに係る保

証の金額の最高限度については、第１第一項又は第二項の定めによるもの

とする。 
 

三六 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての産業競争力強化法

第１３２条第１項に規定する特定信用状関連保証の金額の最高限度は、２

億円（その中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、

企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店

街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同

業組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億円）とする。 

 

三七 産業競争力強化法第１３４条第２項に規定する認定支援機関１人につ

いての同法第１３９条に規定する特定中小企業再生支援事業の実施に必

要な資金の借入れに係る保証の金額の最高限度については、第１第一項又

は第二項の定めによるものとする。 
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三八 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての発電用施設周辺地

域整備法第１１条第１項に規定する周辺地域整備関連保証の金額の最高

限度は、２億８千万円（その中小企業者が組合等であるときは、４億８千

万円）とする。 

 

三九 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての下請中小企業振興

法第１１条第１項に規定する下請振興関連保証の金額の最高限度は、４億

８千万円（その中小企業者が企業組合又は協業組合であるときは、６億８

千万円）とする。 

 

四十 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての下請中小企業振興

法第１１条第２項に規定する特定下請連携事業関連保証の金額の最高限

度は、２億８千万円（その中小企業者が企業組合又は協業組合であるとき

は、４億８千万円）とする。 

 

四一 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての下請中小企業振興

法第２０条第１項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証の

金額の最高限度は、２億８千万円（その中小企業者が企業組合又は協業組

合であるときは、４億８千万円）とする。 

 

四二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律（平成 19年法律第 40号。以下「地域未来投資促進法」という。）第２

条第４項に掲げる特定事業者（同法第１５条に規定する特定事業者とみな

された者を含む。）１人についての地域未来投資促進法第１９条第２項に

規定する地域経済牽引事業関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円

（その特定事業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企

業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街

振興組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億８千万円）とする。な

お、地域未来投資促進法第３３条に規定する一般社団法人又は一般財団法

人の同法第３２条第２項に規定する承認連携支援計画に従った連携支援

事業の実施に必要な資金の借入れに係る保証の金額の最高限度は、第１第

一項又は第二項の定めによるものとする。 

 

四三 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての農商工等連携促進

法第８条第１項に規定する農商工等連携事業関連保証の金額の最高限度

は、４億８千万円（その中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、協

同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街

振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組

合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、６億８千万円）

とする。なお、農商工等連携促進法第６条第１項に規定する一般社団法人



 10 

若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人（法第２条第１項第６号に

該当するものを除く。）の同法第７条第２項の認定農商工等連携支援事業

計画に従った農商工等連携支援事業の実施に必要な資金の借入れに係る

保証の金額の最高限度については、第１第一項又は第二項の定めによるも

のとする。 

 
四四 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての中小企業における

経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20年法律第 33号。以下「経営承

継円滑化法」という。）第１３条第１項に規定する経営承継関連保証の金

額の最高限度は、２億８千万円とする。なお、経営承継円滑化法第１３条

第２項に規定する中小企業者の代表者１人についての同項に規定する特

定経営承継関連保証の金額の最高限度は、第１第一項、第二項又は第三項

の定めによるものとする。 
 
四五 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての経営承継円滑化法

第１３条第３項に規定する経営承継準備関連保証の金額の最高限度は、２

億８千万円とする。なお、経営承継円滑化法第１３条第５項に規定する事

業を営んでいない個人１人についての同項に規定する特定経営承継準備

関連保証の金額の最高限度は、第１第一項、第二項又は第三項の定めによ

るものとする。 
 

四六 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての経営承継円滑化法

第１３条第６項に規定する経営承継借換関連保証の金額の最高限度は、２

億８千万円とする。 
 

四七 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての商店街の活性化の

ための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（平成 21年

法律第 80号。以下「地域商店街活性化法」という。）第８条第１項に規定

する商店街活性化事業関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その

中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、

協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組

合連合会であるときは、４億８千万円）とする。なお、地域商店街活性化

法第６条第１項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定

非営利活動法人（法第２条第１項第６号に該当するものを除く。）の同法

第７条第３項の認定商店街活性化支援事業計画に従った商店街活性化支

援事業の実施に必要な資金の借入れに係る保証の金額の最高限度につい

ては、第１第一項又は第二項の定めによるものとする。 

 

四八 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての東日本大震災に対

処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23年法律第 40

号）第１２８条第１項に規定する東日本大震災復興緊急保証の金額の最高

限度は、２億８千万円（その中小企業者が組合等であるときは、４億８千
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万円）とする。 

 

四九 中小企業支援法（昭和 38年法律第 147号）第１６条に規定する一般社

団法人又は一般財団法人の同法第１３条第１項に規定する情報提供業務

の実施に必要な資金の借入れに係る保証の金額の最高限度については、第

１第一項又は第二項の定めによるものとする。 

 

五十 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての地域再生法（平成

17年法律第 24号）第１７条の１６第１項に規定する商店街活性化促進事

業関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その中小企業者が組合等

であるときは、４億８千万円）とする。 

 
五一 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての情報処理の促進に

関する法律（昭和 45 年法律第 90 号）第３７条第１項に規定する情報処

理システム運用・管理関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その

中小企業者が組合等であるときは、４億８千万円）とする。 

 

五二 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての特定高度情報通信

技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（令和 2 年法

律第 37号）第２７条第１項に規定する特定高度情報通信技術活用システ

ム開発供給等関連保証の金額の最高限度は、２億８千万円（その中小企業

者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組

合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒

類業組合であるときは、４億８千万円）とする。 

 

五三 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第 57号）

第４９条に規定する一般社団法人又は一般財団法人の同法第４３条第１

項に規定する輸出促進業務の実施に必要な資金の借入れに係る保証の金

額の最高限度については、第１第一項又は第二項の定めによるものとする。 
 

五四 法第２条第１項に掲げる中小企業者１人についての経済安全保障推進

法第２８条第１項に規定する供給確保関連保証の金額の最高限度は、２億

８千万円（その中小企業者が事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連

合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、

商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛

生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、４億８千万円）とする。 

 

第２ 保証料等に関する事項 

 

 一 保証料は、被保証債務の額に対し年３パーセント以内とする。 
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 二 被保証人が債務の履行を遅延したときは､その遅延分に対し､年３.６５

パーセント以内の割合で延滞保証料を徴収することができる。 

 

 三 保証料は、違算過収及び特別の事由がある場合を除いて原則として返

戻しない。 

 

 四 本協会が保証債務を履行したときは、その履行した債務に係る求償権

の残高に対し年１４パーセント以内の割合の損害金を徴収することがで

きる。 

 

 

第３ 保証債務の履行に関する事項 

 

 一 被保証人が最終履行期限後６０日を経てなおその債務の全部又は一部

を履行しないときは、本協会は保証債権者の請求により保証債務を履行す 

  る。ただし、手形保証及び特定社債保証並びに特別の事由があると認めた

ときは、この限りでない。 

 

 二 保証債務の履行の範囲は、主たる債務に利息及び最終履行期限後６０

日間をこえない期間の延滞利息を加えた額を限度とする。ただし、特別の

事由がある場合においては、この限りでない。 

 

 三 保証割合を特に定めた保証における保証債務の履行の範囲は、前項の

規定にかかわらず、主たる債務に保証割合を乗じた額に利息及び最終履行

期限後６０日間をこえない期間の延滞利息を加えた額を限度とする。ただ

し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。 

 

 四 特定社債保証における保証債務の履行の範囲は、第３第二項の規定に 

かかわらず、社債元金に利息及び第一項の規定により保証債務を履行し

たときまでに発生した遅延損害金を加えた額の８割を限度とする。 

 

 五 本協会は、保証債権者より被保証債権を譲り受けることができる。 

 

 六 第２第四項、第３第二項、同第三項及び第４の規定は、前項の場合につ

いて準用する。 

 

 七 保証債権者が被保証債権を法第３条第５項の政令で定める者以外の者

に譲渡したときは、本協会は保証債務を履行しないものとする。 

 

 

第４ 求償権の償却に関する事項 
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 一 年度末において、求償権（求償権補塡金の額及び求償権補塡金の受領予

定額を控除したもの）のうち当該年度に保証債務を履行したものに対し  

てはその１００分の３３に相当する額、前年度に保証債務を履行したもの

に対してはその１００分の６７に相当する額、前々年度以前に保証債務を

履行したものに対してはその１００分の１００に相当する額を求償権償

却準備金勘定に繰り入れる。 

 

 二 求償権のうち回収不能のものは、求償権償却準備金を取り崩し償却す

る。 

 

 

第５ 保証の申込等に関する事項 

 

 一 保証の申込は、直接本協会に対して行うほか、金融機関を経由して行 

うものとする。 

 

 二 本協会は、やむをえない事由がある場合においては、その保証した債 

務につき、保証条件の変更に応ずることができる。 

 

 

第６ 金融機関の範囲 

 

 一 定款第６条第１項第一号の金融機関は、銀行、信用金庫及び信用金庫 

連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連

合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合及びそれぞ

れの連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政

策投資銀行、保険会社及び信託会社とする。 
ただし、特定支払契約保証の対象となる金融機関は、中小企業信用保険

法施行令（昭和 25年政令第 350号）第１条の７に掲げる機関とする。 
 

 二 定款第６条第１項第二号の金融機関は、銀行、信用金庫及び信用金庫 

連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連

合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同

組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政

策投資銀行、保険会社及び信託会社とする。 

 

 

第７ 資金の運用に関する事項 
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 一 毎月末において、支払準備資産として保証債務の額の１００分の２に

相当する額以上を保有する。 

 

 二 事業用不動産の総額の基本財産並びに当該年度の出えん金及び金融機

関等負担金との合計額に対する割合は、１００分の２５以内とする。 

 

 

第８ 業務の執行及び会計に関する事項 

 

一 本協会は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業

者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に

ついて、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適

切な措置を講じるものとする。 

 

二 本協会は、その取り扱う個人である顧客に関する情報（個人情報の保護

に関する法律（平成 15年法律第 57号）第１６条第３項に規定する個人デ

ータに該当するものに限る。）の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又

は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融

庁長官及び経済産業大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を

講じるものとする。 

 

 三 本協会は、信用情報に関する機関（資金需要者の借入金返済能力に関す

る情報の収集及び本協会に対する当該情報の提供を行うものをいう。）か

ら提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に

関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しな

いことを確保するための措置を講じるものとする。 

 

四 本協会は、その取り扱う個人である顧客に関する個人情報の保護に関す

る法律第２条第３項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門

地、本籍地、保健医療及び性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当す

るものを除く。）に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、学術研

究機関等、同法第５７条第１項各号に掲げる者若しくは同法施行規則（平

成 28年個人情報保護委員会規則第 3号）第６条各号に掲げる者により公

開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取

得するその外形上明らかなものを除く。）を、適切な業務の運営の確保そ

の他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保す

るための措置を講じるものとする。 

 

 五 経常収支については、経費の効率的使用及び節減による経営の効率化

を図り、余裕ある均衡を図る。 
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 六 事業年度末において、次の各号に基づき算出し、合算した額を責任準備

金勘定に繰り入れる。 

  １ 保証債権者が保証債務の履行を請求しうる期日（以下「所定期限」と

いう。）を経過している保証債務の額及び所定期限を経過していないが

保証債権者から代位弁済請求を受けている保証債務の額のそれぞれ１

０分の１に相当する額。 

但し、上記各保証債務の額の中に株式会社日本政策金融公庫の保険に

付されていない保証債務（以下「無保険保証債務」という）がある場合

には、本文の規定にかかわらずその保証債務の額の１００分の３３に相

当する額。 

２ 保証債権者から被保証債権について債務履行を困難とする事実を予

見又は認知したことについての報告（以下「事故報告」という。）を受

けている保証債務の額（但し、前号に該当するものを除く。以下同様。）

に、事故報告を受けている保証債務の額の遷移率（保険の有無に関係な

く、各年の１月１日時点の保証債務の額のうち１年間で代位弁済へ推移

した額の割合について、事業年度末から遡り３カ年分を保証債務の額で

加重平均したものをいう。以下同様。）を乗じた金額の１０分の１に相

当する額。 

但し、上記保証債務の額の中に無保険保証債務がある場合には、本文

の規定にかかわらずその保証債務の額に、事故報告を受けている保証債

務の額の遷移率を乗じた金額の１００分の３３に相当する額。 

３ 返済方法の変更を目的とした保証契約の変更（以下「条件変更」とい

う。）を行った保証債務の額（但し、第１号及び第２号に該当するもの

を除く。以下同様。）に、条件変更を行った保証債務の額の遷移率を乗

じた金額の１０分の１に相当する額。 

但し、上記保証債務の額の中に無保険保証債務がある場合には、本文

の規定にかかわらずその保証債務の額に、条件変更を行った保証債務の

額の遷移率を乗じた金額の１００分の３３に相当する額。 

４ 第２号の保証債務の額に（１－遷移率）を乗じた額、第３号の保証債

務の額に（１－遷移率）を乗じた額及び前各号に該当しない保証債務の

額の、それぞれ１，０００分の６に相当する額。 

但し、上記各保証債務の額の中に無保険保証債務がある場合には、本

文の規定にかかわらずその保証債務の額の、それぞれ１００分の１に相

当する額。 

 

 七 事業年度末において、役職員が自己の都合により退職した場合の退職 

給与規定による要支給額を退職給与引当金勘定に繰り入れる。 
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第９ 理事長その他の協会の業務を総理する者（当該者を定款において定め

ていない場合は理事）の選任の基準に関する事項 

 

定款第１３条に基づき互選の結果、理事長になる理事は、中小企業分野等

に関し識見を有し、原則として、常勤となる者を選任する。 

なお、東京都関係者である理事が理事長に選任される場合は、信用保証協

会における関係地方公共団体関係の理事については、任命権者の説明責任を

踏まえつつ、原則として、公募や複数の候補者からの選定等の透明性の高い

手続を経られたものとして選任が行われるという理事選任時における当該

手続が経られていること。 

なお、本協会は、東京都知事による理事任命に際して行う透明性の高い手

続として、本協会に外部の有識者等で構成する第三者委員会を設置し、候補

者について当該委員会において選定を行い、東京都知事に対し、推薦する。 

 

 

第 10 協会と銀行その他の金融機関との連携に関する事項 

 

  本協会は、金融機関と連携して中小企業の経営の改善発達を図るため、金

融機関における、個々の中小企業者に対するア）既往の信用保証の付かない

融資（以下「プロパー融資」という。）等の与信取引の状況やその推移、イ）

業況や事業性の把握状況、ウ）今後のプロパー融資の実施方針を含めた支援

の方向性、に着眼して柔軟に保証付き融資とプロパー融資のリスク分担を行

うものとする。 

 

 

第 11 信用保証協会法（昭和 28年法律第 196号）第２０条第１項各号の債務

の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援

に関する事項 

   

本協会は、金融機関による支援効果が十分に発揮されない事由がある場合

には、協会が必要に応じて期中管理及び専門家の紹介・派遣や助言等を含め

た経営支援に努めるものとする。 

 

 

（附 則） 

 

 １ 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する 

法律（平成 7年法律第 16号）第６７条第１項に規定する阪神・淡路大震

災関連保証と第１第二項に規定する無担保保険に係る保証又は第十二項

に規定する経営安定関連保証（無担保保険関係であって平成 7 年通商産
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業省告示第 41 号に係るものに限る。）若しくは第十四項に規定する災害

関係保証（無担保保険関係であって平成 7年政令第 11号に係るものに限

る。）を同一の中小企業者に重複して行う場合には、その合計額の限度額

は、１億６千万円とする。 

 

 ２ 第１第十二項に規定する経営安定関連保証、第十三項に規定する危機

関連保証、第十四項に規定する災害関係保証（法第２条第６項の経済産業

大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するた

めの特別の財政援助等に関する法律第２条第２項の規定により同条第１

項の政令で指定されたもの及び東日本大震災についての激甚災害及びこ

れに対し適用すべき措置の指定に関する政令（平成 23年政令第 18号）第

１条の規定により指定されたものに限る。）及び第四八項に規定する東日

本大震災復興緊急保証を同一の中小企業者に重複して行う場合には、その

合計額の限度額は、５億６千万円（その中小企業者が組合等であるときは、

９億６千万円）とする。 

 

 ３ 法第２条第５項第６号に該当することについての認定を受けた中小企

業者１人についての法第１２条に規定する経営安定関連保証の金額の最

高限度は、第１第十二項の規定にかかわらず、法附則第５項の規定が施行

されている間は、３億８千万円（その特定中小企業者が組合等であるとき

は、４億８千万円）とする。 

 

４ 第１第二項に規定する無担保保険に係る保証と第三四項に規定する創

業関連保証を同一の中小企業者（産業競争力強化法第２条第２９項第１号

及び第３号に掲げる創業者を含む。）に重複して行う場合には、その合計

額の限度額は、８千万円とする。 

 

 ５ 平成１３年３月３１日までに法第１２条に規定する経営安定関連保証

（無担保保険関係であって、法第２条第３項第６号に該当することについ

ての認定を受けた中小企業者（同項各号（第６号を除く。）のいずれかに

該当することについての認定を受けた中小企業者を除く。）に係るものに

限る。）を受けた中小企業者１人についての、当該保証と第１第二項に規

定する無担保保険にかかる保証との合計額の限度額は、１億円とする。 

 

 ６ 本則及び附則中「特定中小企業者」には、中小企業信用保険法及び中小

企業総合事業団法の一部を改正する法律（平成 12年法律第 136号）附則

第２条第１項の規定により「特定中小企業者の認定を受けた中小企業者 

とみなされる者」を、「経営安定関連保証」には、同条第２項の規定によ

り「経営安定関連保証とみなされる保証」を含むものとする。 

 

 ７ 産業競争力強化法附則第４条の規定による廃止前の産業活力の再生及

び産業活動の革新に関する特別措置法（平成 11年法律第 131号）第３２
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条第２項に規定する認定中小企業経営資源活用計画に従って事業を行う

者に関する同法第３５条第１項に規定する中小企業経営資源活用関連保

証については、なお、改正前の業務方法書による。 
 
 ８   企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律の一部を改正する法律（平成 29年法律第 47号）による改正前の

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す

る法律第１５条第２項に規定する承認企業立地計画又は同法第１７条第

２項に規定する承認事業高度化計画に従って事業を行う者に関する同法

第１８条第１項に規定する地域産業集積関連保証については、なお、改正

前の業務方法書による。 
 
９ 産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成 30年法律第 26号）に

よる改正前の産業競争力強化法第１２２条第１項に規定する認定中小企

業承継事業再生事業者に関する同法第１２４条第１項に規定する中小企

業承継事業再生関連保証については、なお、改正前の業務方法書による。 
 
10 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の

一部を改正する法律（令和元年法律第 21 号）による改正前の商工会及び

商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第６条第２項に規定

する認定経営発達支援計画に従って事業を行う者に関する同法第２０条

に規定する保証については、なお、改正前の業務方法書による。 
 
11 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円

滑化に関する法律等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 58 号）によ

る改正前の中小企業等経営強化法第１７条第３項に規定する認定異分野

連携新事業分野開拓計画に従って事業を行う者に関する同法第２４条第

４項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証、廃止前の中小企業の

ものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成 18年法律第 33号）第５

条第２項に規定する認定計画に従って事業を行う者に関する同法第７条

第１項に規定する特定研究開発等関連保証、廃止前の中小企業による地域

産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成19年法律第39号）

第７条３項に規定する認定計画に従って事業を行う者に関する同法第１

０条第１項に規定する地域産業資源活用事業関連保証及び同法第１０条

第２項に規定する海外地域産業資源活用事業関連保証並びに同法第９条

第３項に規定する認定地域産業資源活用支援事業計画に従って事業を行

う者に関する同法第１０条第６項に規定する保証については、なお、改正

前の業務方法書による。 

 

12 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和3年法律第70号）

による廃止前の生産性向上特別措置法（平成 30年法律第 25号）第１３条
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第２項に規定する認定新技術等実証計画に従って事業を行う者に関する

同法第１６条第１項に規定する新技術等実証関連保証及び同法第２３条

第２項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って事業を行う者

に関する同法第２４条第１項に規定する革新的データ産業活用関連保証

については、なお、改正前の業務方法書による。 

 

13 令和５年３月３１日（以下「特定日」という。）において現に中小企業

等経営強化法第１４条第１項に規定する承認を受けている経営革新計画

（同法第２条第１項に規定する中小企業者（同法第２条第５項に規定する

特定事業者に該当するものを除く。）に係るものに限る。）又は産業競争力

強化法等の一部を改正する等の法律附則第８条第３項の規定によりなお

従前の例により特定日の翌日以後に中小企業等経営強化法第１４条第１

項に規定する承認を受けた経営革新計画に従って事業を行う者に関する

同法第２２条第１項に規定する経営革新関連保証については、なお、改正

前の業務方法書による。 

 

14 特定日において現に中小企業等経営強化法第１７条第１項に規定する

認定を受けている経営力向上計画（同法第２条第１項に規定する中小企業

者（同法第２条第５項に規定する特定事業者に該当するものを除く。）に

係るものに限る。）又は産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附

則第９条第３項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に中

小企業等経営強化法第１７条第１項に規定する認定を受けた経営力向上

計画に従って事業を行う者に関する同法第２２条第１項に規定する経営

力向上関連保証については、なお、改正前の業務方法書による。 

 

15 第１第七項、第八項、第二四項、第二五項及び第四二項に規定する「特

定事業者」には、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第８

条第２項、第９条第２項及び第１０条の規定により「特定事業者とみなさ

れる者」を含むものとする。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日より施行し、平成 7年 1月 17日より適

用する。 

 

（附 則） 

  この変更は、平成 7年 6月 7日から施行する。 

 

（附 則） 

  この変更は、平成 7年 11月１日から施行する。 
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（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日より施行し、平成 8年 4月 27日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日より施行し、平成 9年 6月 12日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、平成 10年 9月 30日より施行する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、平成 10年 10月 1日から施行する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、平成 10年 11月 1日から施行する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、平成 11年 2月 1日から施行する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、平成 11年 3月 1日から施行する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日より施行し、平成 11年 7月 2日から適

用する。ただし、第 6の「日本輸出入銀行」を「国際協力銀行」に、「日本

開発銀行」を「日本政策投資銀行」に、「国民金融公庫」を「国民生活金融

公庫」に改め、「、北海道東北開発公庫、環境衛生金融公庫」を削る部分に

ついては、平成 11年 10月 1日から施行する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、平成 11年 9月 1日から施行する。ただし、第１第七

項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法（平成 7年法律第

61 号。以下「事業革新円滑化法」という。）第 13 条第 2 項」を「産業活力

再生特別措置法（平成 11年法律第 131号）第 16条第 2項」に改める部分及

び第二二項中「事業革新円滑化法第 13条第 1項」を第二十項中「産業活力

再生特別措置法第 16条第 1項」に改める部分は、平成 11年 10月 1日から

適用する。 

 

（附 則） 
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  この業務方法書は、変更の認可日より施行し、平成 12 年 2 月 17 日から

適用する。ただし、第 1第七項を改める部分、第 1第二五項を創設する部分

及び附則第 3項中「第二八項」を「第二九項」に改める部分については、平

成 12年 3月 2日から適用し、第 1第十四項中「第 8条第 1項の規定による

認定を受けた支援計画に基づく事業」を「第 8 条の 2 第 3 項の認定支援計

画に従った支援事業」に改める部分及び第 1 第十七項「承認を受けた」を

「同意を得た」に改める部分については、平成 12年 4月 1日から適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、平成 12年 3月 31日から施行する。ただし、第 3第

四項は平成 12年 2月 17日から適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 12年 12月 25日から

適用する。ただし、「環境衛生同業組合」を「生活衛生同業組合」に、「環境

衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生同業組合連合会」

を「生活衛生同業組合連合会」に改める部分については平成 13年 1月 6日

から、「法第 2条第 3項第 7号」を「法第 2条第 3項第 6号」に改める部分

については平成 13年 4月 1日から適用する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 13 年 4 月 18 日から

適用する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、平成 13年 12月 17日から施行する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、平成 14 年 6 月 4 日から施行し、平成 14 年 4 月 1 日

から適用する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 15年 4月 9日から適

用する。ただし、第 3第五項の改正規定は、平成 15年 4月 10日から適用す

る。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 15 年 10 月 1 日から

適用する。ただし、第１第三四項を加える改正規定は、平成 15年 11月 1日

から適用する。 
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（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 16年 7月 1日から適

用する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 17 年 4 月 13 日から

適用する。ただし、第８の改正規定は、平成 17年 4月 1日から適用する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 17年 8月 1日から適

用する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 17 年 10 月 1 日から

適用する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 18年 4月 1日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 18 年 5 月 29 日から

適用する。ただし、第 1 第八項の改正規定及び第 1 第三三項を加える規定

は、平成 18年 6月 13日から適用する。 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 18 年 8 月 22 日から

適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 19 年 6 月 11 日から

適用する。ただし、第 1 第八項の改正規定及び第１第三三項を加える規定

は、平成 19年 6月 29日から適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 19年 8月 4日から適

用する。ただし、第 1第八項、第二六項、第二八項、第二九項、附則第 3項

の改正規定及び第 1第二七項、第三十項、附則第 12項を加える規定は、平

成 19年 8月 6日から適用する。 



 23 

 

（附 則） 

 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 19 年 10 月 1 日保証

申込受付分から適用する。 

 
（附 則） 
  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 20 年 7 月 21 日から

適用する。 
 
（附 則） 
 この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 20年 9月 1日から適

用する。ただし、第 1に第三八項を加える部分、第６を改める部分（同第一

項にただし書を加える部分を除く。）、及び第８第四項を改める部分は平成

20年 10月 1日から、第 1中「公益法人」を「一般社団法人又は一般財団法

人」に改める部分及び同第三六項を改める部分は、平成 20年 12月１日から

適用する。  

 
（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 20 年 10 月 1 日から

適用する。 

 
（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 21 年 6 月 22 日から

適用する。 
 
（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 21年 8月 1日から適

用する。 

 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 23 年 3 月 11 日から

適用する。ただし、附則中第 10項を削り、第 11項を第 10項とし、第 12項

を第 11 項とし、第 13 項を第 12 項とする改正規定は、平成 23 年 4 月 1 日

から適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 23年 7月 1日から適

用する。 

 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 23年 9月 13日から適

用する。 
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（附 則） 
  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 24 年 8 月 30 日から

適用する。 

 
（附 則） 
  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 25年 5月 31日から

適用する。 

 
（附 則） 
  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 25年 9月 20日から

適用する。 

 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 26 年 1 月 20 日から

適用する。ただし、第 6第一項中「第 1条の 6」を「第 1条の 7」に改める

部分は、平成 26年 3月 1日から適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 26年 7月 3日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 26年 9月 26日から

適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、平成 27年 3月 31日から施行する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 27年 8月 10日から

適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 27年 10月 1日から

適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 28年 7月 1日から適

用する。 
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（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 28年 10月 1日から

適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 29年 7月 31日から

適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 30年 4月 1日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 30年 6月 1日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 30年 6月 6日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 30年 7月 9日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、平成 30年 9月 25日から

適用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和元年 7月 16日から適

用する。 

 

（附 則） 

  この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 2年 5月 15日から適

用する。 

 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 2 年 8 月 31 日から適

用する。 
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（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 2年 10月 1日から適

用する。 
 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 3年 4月 1日から適

用する。 
 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 3年 6月 16日から適

用する。 

 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 3年 8月 2日から適

用する。 
 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 4年 3月 1日から適

用する。ただし、第８第五項の改正規定は、令和 4年 4月 1日から適用す

る。 

 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 4年 4月 1日から適

用する。 

 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 4年 10月 1日から適

用する。 

（附 則） 

この業務方法書は、変更の認可日から施行し、令和 4年 12月 23日から

適用する。 

 


